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最近めっきり日の暮れる時間が早くなりました。「え？もう外は真っ暗！」という声を事務所でも

よく耳にします。朝夕も肌寒くなり、深まる秋を実感する毎日です。 

 

世間では、リーマン・ブラザーズの破綻以来、「株価暴落」「金融危機」など暗い記事や報道ばかり

が毎日流れていますが、気持ちだけは暗くならずにいたいものです。 

とにかく今年もあと２ヶ月です。ラストスパートがんばりましょう！ 

 

 

今年を振り返り・・／とっておき情報      奥村 

裁判員制度開始に向けて            上杉 

新設のページのご案内             濵田
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今年を振り返り・・ また、上記の２つ以外に、ＣＵＢＩＣ（人材・

組織診断システム）を利用して既存の社員の性

格・社会性を掴み、人材の配置や育成に活用し

ませんか。このＣＵＢＩＣの診断テストは通常

３，６２５円／１名当たりと高いのですが、こ

の度、弊社が大々的に始めるためのお試し期間

として、ＣＵＢＩＣの診断を１社３名（先着２

０社限り）まで無料で行います。ＣＵＢＩＣを

無料で出来る機会はあまりありません。マーク

シート方式で難しいことは一切ありません。社

長と専務と常務の性格の診断をしたら面白そう

ではないですか。弊社の社員も全員受診してい

ますので診断内容や結果をお尋ね下さい。 

 
もう１１月です。今年も色んな方に出会えて

よい年になったと思います。私が今年経験した

仕事の中でやって良かったと感じる仕事は、７

月号で書きました内縁の妻がおこした遺族厚生

年金の再審査請求の代理人でした。ほんの４５

分のために東京の霞が関に行き、代理人なのに、

審査官に「申請人が述べ、代理人は話をしない

でください」と言われて、依頼人に対して打ち

合わせ不十分で詰めの甘さを露呈した経験が、

今後の私の財産になると思います。ただ、この

再審査請求の結果は依頼人

の内縁の妻に遺族厚生年金

が支払われ、お客様にも満足

して頂けたと思っています。      

 
取って置きの情報 
まだ、上記の情報では不満と仰るお客様には

取って置きですが受給が難しい助成金が２つあ

ります。 
 
残業問題解決に向けて 
ところで、最近の人事労務トレンドは何かと

言われたら、未払い残業と健康管理とお答えし

ます。９月９日の厚生労働省の通達は、飲食店

と小売店の店長の「管理監督者」の定義を示し

ました。日常の現場では労働基準監督官の長時

間労働に対する調査が厳しさを増しています。 

①「中小企業人材能力発揮奨励金」は、生産性

の向上が必要とされる中小企業者等が、都道

府県知事から改善計画の認定を受け、ＩＴ化

等を活用して雇用環境の高度化を図り、生産

性向上に必要な人材を新たに雇い入れた場合

に、設備の設置又は整備に要した費用の一部

を支給します。 それを受けて昨今は残業問題の解決セミナー

が多数開催されて反響があると聞いています。 ②「キャリア形成促進助成金」は、雇用保険の

被保険者のキャリア形成を促進するために、

年間職業能力開発計画に基づき、専門的な知

識及び技能習得に取り組む事業主に対して支

給します。 

私が皆様にすぐに出来る小手先ではない残業

問題解決のご提案は次の２点です。 
①グループウエアを活用して社内の情報の共有

を図ること。エルクエストも２か所の事務所

があり情報の共有が上手く図れなかったので

すが、ＷＥＢを使用したディスク、掲示板、

稟議などが活用可能になりました。しかも使

用料タダ！です。お客様にも無料で使用して

頂けます。グループウエアに興味がある場合

は是非とも一報下さい。 

 
最後になりますが、お伝えしたいことがたく

さんあり、１つずつの事柄が上手く伝わってい

ないかもしれません。グループウエア、マニュ

アル化、ＣＵＢＩＣ及び難しそうな助成金で、

興味がありましたら弊社社員にお尋ね頂ければ

嬉しいです。 ②マニュアル化を図ること。お客様から頂く言

葉ですが、「エルクエストも業務フローのマニ

ュアルがいるんじゃない！」とか「エルクエ

ストに依頼すると給与計算は間違いなく出来

ますか？」と、イッソ誰がやっても、間違い

なく仕事が出来てしまうマニュアルが出来な

いか、真剣に作成中です。エルクエストに対

してお客様から良いものがあったら教えて下 

奇数月のエルクエストニュース担当の私は今

年最後のご挨拶になります。今年１年のご愛顧

有難うございました。良い年末をおくれるよう

に準備しましょう。 
なお、１０月２日に２周年を迎えました。当

日抱えきれないくらい大きな花束を持ってきて

下さいました、谷口社長に紙面を借りてお礼申

し上げます。            （奥村） さい。 
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裁判員制度開始に向けて 【参考１】 

 裁判員に選任された社員の休務をめぐる法律上

の取り扱い いよいよ来年５月より一般国民が裁判の審理

に参加する裁判員制度が実施されます。その際

労使共に気になるのは、裁判員に選ばれた社員

の方の取り扱いだと思います。 

◎労働基準法７条では企業等で働く労働のため

に、「公民権行使の保障」を定めている。 

同条の規定は、選挙権をはじめとする「公民

としての権利行使」と「公の職務の執行」を

対象としており、後者に該当する職務の一つ

として裁判員も含まれている（昭６３.３.１

４基発１５０）。このため、裁判員の選任また

は実際に裁判に参加するために、労働者から

必要な時間の請求があった場合、使用者はこ

れを拒むことができない。 

先日、財団法人労務行政研究所が「裁判員制

度実施に向けた企業の対応調査」の結果を発表

しています。 

それによりますと・・ 

●社員が裁判員に選任され、休務する場合の取

り扱いを「すでに決めている」企業は４６．

５％。全体の３割は「今後検討する」。 

●「すでに決まっている」企業の対応内容は、「従

来から公務に就く場合の休務ルールを決めて

おり、そのルールを適用」が６２．８％で最

多。「裁判員休暇」を新設した企業は２３．９％。 

◎裁判員に選任された労働者が、その職務遂行

のために休暇を申請・取得することにより、

使用者から解雇など不利益な取り扱いを受け

ることを防止するため、裁判員の参加する刑

事裁判に関する法律１００条に「不利益取扱

いの禁止」の規定が設けられている。 
●何らかの休暇を付与する場合、休暇当日の賃

金は「通常勤務とまったく同じ（有給）扱い」

が全体の９割を占める。  
●契約社員やパート等の有期雇用社員について

も、「正社員と同様に適用」とする企業は７５．

４％と全体の４分の３を占めている。但し、

取り扱いが異なると回答した企業においては、

有期雇用社員については無給とする例が殆ど。 

【参考２】 

公民権行使の時間の給与 

◎労働基準法７条に基づく公民権行使の給与に

ついては、次のような解釈規定が示されてい

る（昭２２.１１.２７基発３９９） 

問本条には、公民権行使の場合、給与の点にお

いて有給、無給の別が明らかでないが、地理

的、時間的関係にて１日休んで行使する要の

ある場合、給料を支払うべきものであるかど

うか。 

 

といった結果となっています。 

こうしてみますと、裁判員休暇につきまして

は公務による休暇として幅広く認められており、

正社員においては有給扱いが主流になっている

といえるのではないでしょうか。 答本条の規定は、給与に関しては、何等触れて

いないから、有給たると無給たるとは、当事

者の自由に委ねられた問題である。 

ただ無給の場合でも、裁判員としては日当が

（１万円以内）国から支給されますので、有期

社員を無給にすることによる本人の痛手は少な

いかと思います。 

 

（上杉）

 

裁判員制度は平成２１年５月から実施される

ものであるため、まだ検討する時間はあります

が、このようなアンケート結果を参考に、早め 

に検討を行うことが望まれます。 
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②その日頑張れた自分をホメる 新設ページのご案内 

 「これからはな、毎日寝る前に、自分がその日

頑張れたこと思い出して『ようやったわ』って

ホメや。そうやってな、頑張ったり成長するこ

とが『楽しい』ことなんや、て自分に教えたる

んや」 

今月号より新たな新設ページをご案内させて

いただくことになりました。このページのテー

マは「やる気が出る・モチベーションが上がる」

です。皆さんのやる気やモチベーションが上が

る内容を毎月ご案内させていただきたいと思っ

ております。 

 
③毎日、感謝する 
「自分の中に足りんと感じてることがあって、

そこを何かで埋めようとするんやのうて、自分

は十分に満たされている、自分は幸せやから、

他人の中に足りないことを見つけ、そこに愛を

注いでやる。この状態になってこそ、自分が欲

しいと思ってた、お金や名声、それらのすべて

が自然な形で手に入るんや。だってそやろ？自

分らは、お金も、名声も、地位も、名誉も、自

分で手に入れる思てるかも分からんけど、ちゃ

うで。むしろ逆やで。お金は他人がお前にくれ

るもんやろ。名声は、他人がお前を認めたから

くれるもんやろ。全部、他人がお前に与えてく

れるもんなんや」 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 

まず、第一回目は「やる気が出る・モチベー

ションが上がる」本をご紹介したいと思います。 
皆さんは「夢をかなえるゾウ」（水野敬也氏著）

という本をご存知でしょうか？本自体が大反響

を受け、先日よりＴＶドラマ化されたのでご存

知の方も多いと思います。 
 

今の現状に置かれている自分の立場に不満を

抱き、変わりたいと思いながら自分ではなかな

か行動できない主人公が、ある日、突然現れた

インドの象の神様であるガネーシャに課題を与

えてもらい、それを一つ一つ達成しながら最終

的には劇的な成長を遂げる、という内容の本で

す。 

 
数ある教えの中で私が現在で実行しているの

は、この三つの教えです。また、これを実行す

ることで私は毎日、自分自身のモチベーション

を上げることができています。 私も先日読んだのですが、これがまた不思議

で面白い。  
一見、理不尽のように感じるガネーシャの教

えですが、その一言一言を噛み締めて考えてい

くうちに後からじわじわとにじみ出てくるよう

に、その教えの大切さを思わず感じずにはいら

れない・・・そんな世界がこの本にはあります。 

単純な話に聞こえるかも知れませんが、この

本に対する私の個人的な感想としては、この本

は、いかに純粋に読み、いかに自分に置き換え

て考え、それを実行に移すか、でその捉え方が

人によってまったく異なるだろうと感じており

ます。 まだ、この本をご覧になっていない方のため

に、私がこの本に感銘を受けて、今、実際に実

行していることを三つだけ、ガネーシャ名言集

と共にご紹介致します。 

さあ、皆さんも騙されたと思って今日からガ

ネーシャの教えを元に今の自分を変えてみませ

んか。 
（濵田）  

①靴をみがく 
「ええか？自分が会社行く時も、営業で外回り

する時も、自分がカラオケ行ってバカ騒ぎして

る時も、靴はずっと気張って支えてくれとんの

や。そういう自分支えてくれてるもん大事にで

きんやつが成功するか、アホ！」 
 
 


